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（２）転嫁拒否等の行為についての相談窓口の設置
○本局及び地方事務所等（全国９か所）で相談に対応

●消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため転嫁拒否等の行為を未然に防止するとともに，違反行為が認められた

場合には消費税転嫁対策特別措置法（平成２５年１０月１日施行）等に基づき，迅速かつ厳正に対処

●法運用の透明性の確保や事業者の予見可能性を高めること等を目的として，消費税転嫁対策特別措置法に係る

ガイドラインを策定・公表（平成２５年９月１０日）

●消費税転嫁対策に関する取組状況の公表（平成２６年３月から毎月公表）

（１）消費税転嫁対策に係る体制の整備

○本局及び全国の地方事務所等に消費税転嫁対策調査室を設置
（平成２５年１０月１日）

違反行為に対する迅速かつ厳正な対処

（４）書面調査の実施（中小企業庁と合同）

○平成２５年度に１５万件の大規模な書面調査を実施

○平成２６年４月以降，悉皆的な大規模書面調査を実施

○平成２６年４月以降，大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査
を実施

（１）説明会の実施
○公正取引委員会主催説明会の開催

（平成２７年２月末時点 ６９回）

○商工会議所等や事業者団体主催の
説明会等に職員を講師として派遣
（平成２７年２月末時点 ４４１回）

（３）要請文書の発出
○事業者（約２０万社）に対する消費税
転嫁対策特別措置法の遵守要請
（平成２５年１１月１５日）

○事業者団体（５７５団体）に対する
消費税転嫁対策特別措置法の遵守
要請（平成２６年１月１７日）

○流通関係の事業者団体（５団体）に
対する消費税転嫁対策特別措置法
の遵守要請（平成２６年１月２２日）

○地方公共団体が設置する病院等の
関係団体に対する消費税転嫁対策
特別措置法の遵守要請
（平成２６年２月２４日）

（４）広報物の作成・配布
○本法の内容を説明したリーフレットの配布
⇒地方自治体に配布，書面調査の調査票に同封

○事業者等向けパンフレットの配布
⇒商工会議所等及び中小企業団体中央会，地方自治体

に配布

○ポスターの配布
⇒商工会議所等及び中小企業団体中央会，地方自治
体，事業者団体等に配布

○消費税率引上げ時期における集中的な広報
⇒引上げ直前期において，新聞広告，ラジオ広告，イン
ターネット広告及び鉄道車両の中吊広告の実施（平
成２６年３月）

⇒引上げ後において，新聞広告等の各種媒体を活用し
た広報を実施（平成２６年６～７月）

違反行為の未然防止のための取組（周知活動）

○本局及び全国の地方事務所等で

届出を受付

（平成２５年１０月１日から）

（２）ＦＡＱの作成
○「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよく

ある質問」の回答を公正取引委員会ＨＰに
掲載（平成２５年１１月～）

⇒関係事業者団体に対して団体傘下の事業者への
周知を要請（平成２６年１月）

（５）執行状況（平成２７年２月末時点）

調査着手件数 立入検査件数 指導件数 勧告件数

４，０７２件 ２，１８３件
１，６１５件
（８０件）

１５件
（２件）

（３）事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査・移動相
談会（平成２７年２月末時点）

○ヒアリング調査（延べ１，６５２の事業者団体及び納入業者等９，４７８社）

○移動相談会（１２０回）

転嫁拒否関係 届出関係 その他 合計

３，０６９件 １，２８１件 １６８件 ４，５１８件

○転嫁・表示カルテルの届出状況を毎月公表

※平成２７年２月末までの受付分

転嫁カルテル・表示カルテルの届出

転嫁カルテル 表示カルテル 計

１６５ １３９ ３０４

（平成２５年４月～
平成２７年２月の累計）

※調査着手件数，立入検査件数及び指導件数は中小企業庁との合算

※かっこ内の件数は，大規模小売事業者に対する指導又は勧告の件数で内数

平成２７年１月末 現在
公正取引委員会における消費税転嫁対策の取組状況（平成２７年
２月末時点）
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勧告件数 指導件数

１５件
（大規模小売事業者２件）

１，６１５件
（大規模小売事業者８０件）

勧告及び指導件数の内訳（業種別）

建設業 １０２件

製造業 ５４８件

情報通信業 １４６件

運輸業（道路貨物運送業等） １５８件

卸売業 １４９件

小売業 １６１件

不動産業 ３７件

技術サービス業（広告・建築設計業等） １０８件

医療福祉 ２１件

事業サービス業（ビルメンテナンス業・警備業等） ２５件

その他 １７５件

合計 １，６３０件

勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）

減額 ３６件

買いたたき １，３２０件

役務利用・利益提供の要請 ６７件

本体価格での交渉の拒否 ２４３件

合計 １，６６６件

（注１） 勧告は，公正取引委員会のみが行う。
（注２） 指導件数は，公正取引委員会及び中小企業庁の合算。
（注３） 平成25年10月から平成27年２月までの件数。

（注４） 事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，
上記の勧告及び指導件数（１，６３０件）とは一致しない。

○メガネ等を販売する大規模小売事業者が，消費税率の引上げに対

応するため，店舗の賃貸人のうち，税込価格で賃料を契約している

賃貸人に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置

いた。

（買いたたき）〔平成26年６月12日公表〕

○地方公共団体が設置する病院が，消費税率の引上げに対応する

ため，医療材料の納入価格を引き下げることとし，納入業者

に対し，平成25年度下期の納入価格に一定率を乗じた額等を

減じて算出した医療材料ごとの納入価格の目標値を定めた。

（買いたたき）〔平成26年６月17日公表〕

○スポーツ施設の運営等の事業を行う事業者が，スポーツ指導を行う

個人事業者及び法人事業者に対し，消費税率の引上げ分を上乗せ

せずに業務委託料を据え置いて支払った。

（買いたたき）〔平成27年１月30日公表〕

○プロ野球球団を運営し，球団のロゴマーク等を表示する商品（以下

「グッズ」という。）の販売等を行う事業者が，グッズの納入業者に対

し，消費税率の引上げ分を上乗せせずにグッズの仕入価格を据え置

いた。

（買いたたき）〔平成27年２月26日公表〕

勧告・指導の件数 主な勧告事件

（別紙１）転嫁拒否行為に対する対応状況（平成２７年２月まで）
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転嫁・表示カルテルの届出状況等

転嫁カルテル 表示カルテル 合計

平成２５年度
（平成２５年１０月～平成２６年３月）

１５２ １３６ ２８８

平成２６年度
（平成２６年４月～平成２７年２月）

１３ ３ １６

合計 １６５ １３９ ３０４

１ 届出の受付

●本局及び全国の地方事務所等において届出を受付（平成２５年１０月１日から）

●転嫁・表示カルテルの届出状況を毎月公表

２ 届出に関する相談等

●届出に関する事前相談に本局及び全国の地方事務所等で対応

●届出に当たって必要となる書類（届出書様式等）を公正取引委員会ＨＰに掲載

＜転嫁・表示カルテルの届出件数＞

転嫁カルテル 表示カルテル 合計

製造業 ８７ ７９ １６６

卸売業 ５４ ４９ １０３

小売業 ４４ ４５ ８９

サービス業 ４０ ２１ ６１

その他（運輸業，建設業等） １８ １０ ２８

合計 ２４３ ２０４ ４４７

＜届出件数の内訳＞複数の業種にわたる場合の届出があるため，合計した数字は届出件数と一致しない。

（別紙２）転嫁・表示カルテルの届出状況（平成２７年２月まで）
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１．消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

転嫁拒否等をする側
（規制対象）（買手）

転嫁拒否等をされる側
（売手）

大規模小売事業者 大規模小売事業者と継続的に取引
を行っている事業者

右欄の事業者等と継続的に取
引を行っている法人事業者

○ 資本金３億円以下の事業者
○ 個人事業者等

【１．適用対象】

【２．禁止される行為】

禁止される行為 具体例

① 減額
本体価格に消費税分を上乗せした額を対価とす
る旨契約していたが，消費税分の全部又は一部
を事後的に対価から減じること

② 買いたたき
原材料費の低減等の状況変化がない中で，消
費税率引上げ前の税込価格に消費税率引上げ
分を上乗せした額よりも低い対価を定めること

③ 商品購入，役務利用又は
利益提供の要請

消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れ
る代わりに，取引先にディナーショーのチケットを
購入させること

④ 本体価格での交渉の拒否
本体価格（消費税抜価格）で交渉したいという申
出を拒否すること

⑤ 報復行為

転嫁拒否をされた事業者が，①～④の行為が行
われていることを公正取引委員会などに知らせ
たことを理由に，取引の数量を減らしたり，取引
を停止したりするなど，不利益な取扱いをするこ
と

【３．是正措置】

４．消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為
に関する特別措置

転嫁及び表示カルテルについて，独占禁止法の適用除外とする
（公正取引委員会への届出制）

○転嫁カルテル＝ 転嫁の方法の決定に係る共同行為（例：事業者
がそれぞれ自主的に定めている本体価格への消費
税額分の上乗せの決定，端数の合理的な範囲での
処理の決定）

○表示カルテル＝ 表示の方法の決定に係る共同行為（例：価格につ
いて統一的な表示方法を用いる旨の決定）

２．消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

事業者の遵守事項（事業者は消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害す
る以下の表示を行ってはならない。）
（１） 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
（２） 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部

を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示して
いるもの

（３） 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の
表示であって（２）に掲げる表示に準ずるもの
※ 消費税の転嫁を阻害する表示に対する勧告，指導等について
は，消費者庁長官等が実施

１ 表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれ
ば，「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例
（総額表示義務の特例措置）
※ 税込価格を表示しない事業者は，できるだけ速やかに，税込

価格を表示するよう努めなければならない。

２ 事業者が，税込価格に併せて，税抜価格を表示する場合において，
税込価格が明瞭に表示されているときは，景品表示法第４条第１項（不
当表示）の規定は適用しない。

３．価格の表示に関する特別措置

違反行為を防止又は是正するため，公正取引委員会，主務大臣，中小企業
庁長官が必要な指導を行う。また，違反行為があると認めるときは，公正取引
委員会が勧告を行い，その旨を公表する。

（参考）消費税転嫁対策特別措置法の概要（平成２５年１０月施行）
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勧告事件一覧（平成 25 年 10 月１日～平成 27 年２月 28 日）

件 名 内 容 違反法条 勧告年月日 

１ 
㈱ＪＲ東日本ステーション

リテイリングに対する件 

 駅構内等で食料品，衣料品等を販売する㈱ＪＲ東日本ステーショ

ンリテイリングは，消費税率の引上げに伴う売上高の減少を防止す

るため，納入業者に対し，仕入価格を通常支払われる仕入価格に比

べ３％程度低く設定することになる販売促進企画への参加を要請し

た。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.４.23 

２ ㈱三城に対する件 

 メガネ等を販売する㈱三城は，消費税率の引上げに対応するた

め，店舗の賃貸人のうち，税込価格で賃料を契約している賃貸人に

対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いた。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.６.12 

３ 
山形市（山形市立病院済生

館）に対する件 

 山形市立病院済生館は，消費税率の引上げに対応するため，医療

材料の納入価格を引き下げることとし，納入業者に対し，平成 25

年度下期の納入価格に一定率を乗じた額等を減じて算出した医療材

料ごとの納入価格の目標値を定めた。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.６.17 

４ 
一般社団法人東京都自転車

商防犯協力会に対する件 

 東京都公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法

人東京都自転車商防犯協力会は，防犯登録業務を委託している自転

車販売店等に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託手数料

を据え置いた。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.６.26 

５ 
一般社団法人兵庫県自転車

防犯登録会に対する件 

 兵庫県公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法

人兵庫県自転車防犯登録会は，消費税率の引上げに伴う自らの経費

の負担を回避するため，防犯登録業務を委託している自転車販売店

等に対し，消費税率の引上げ前の額より更に低い委託手数料を定め

た。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.６.26 

６ ㈱ルネサンスに対する件 

 スポーツ施設の運営等の事業を行う㈱ルネサンスは，消費税率の

引上げに対応するため，スポーツ指導を行う個人事業者に対し，免

税事業者に該当することを理由として，消費税率の引上げ分を上乗

せせずに業務委託料を据え置く等した。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.７.24 

７ 
産業機械健康保険組合に対

する件 

 健康保険給付事業及び保健・福祉事業を行う産業機械健康保険組

合は，健康診断に関する委託契約を締結している病院等に対し，消

費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料金を据え置いた。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.８.１ 
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８ 
～

10 

野家グループに対する件 

 店舗等の賃貸借等の事業を行う㈱野家資産管理サービス，外食

業を行う㈱北日本野家及び㈱中日本野家の３社は，それぞれ，

店舗所有者（賃貸人）の一部に対し，賃料の消費税率の引上げ分を

減額し，又は賃料の消費税率の引上げ分を上乗せせずに据え置い

た。 

※中小企業庁長官からの措置請求案件 

第３条第１号前段

（減額）及び同号

後段（買いたたき）

26.９.24 

11 山佐産業㈱に対する件 

 パチンコホール等の遊技場にスロットの販売等を行う山佐産業㈱

は，スロットの販売等の業務に関する業務委託契約を締結している

販売代理店に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託手

数料を据え置いて支払った。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.10.22 

12 
東映アニメーション㈱に対

する件 

 主にアニメーションの製作事業を行う東映アニメーション㈱は，

アニメーションの原画，動画等の制作業務を委託している個人事業

者に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて

支払った。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.12.17 

13 
㈱トライグループに対する

件 

学習指導事業を行う㈱トライグループは， 

① 家庭教師の業務委託契約を締結している個人事業者に対し，消

費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料金を据え置いて支払っ

た。 

② 教室施設の賃貸人のうち，税込価格で賃料を契約している賃貸

人の一部に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え

置いて支払った。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
26.12.19 

14 
住友不動産エスフォルタ㈱

に対する件 

スポーツ施設の運営等の事業を行う住友不動産エスフォルタ㈱

は，スポーツ指導を行う個人事業者及び法人事業者に対し，消費税

率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置いて支払った。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
27.１.30 

15 
㈱広島東洋カープに対する

件 

 プロ野球球団を運営し，球団のロゴマーク等を表示する商品（以

下「グッズ」という。）の販売等を行う㈱広島東洋カープは，グッ

ズの納入業者に対し，消費税率の引上げ分を上乗せせずにグッズの

仕入価格を据え置いた。 

第３条第１号後段

（買いたたき） 
27.２.26 
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こ
の
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成
二
十
六
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四
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一
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び
平
成
二
十
九
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月
一
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第
一
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こ
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六
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。
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。
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。
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「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法，独占禁止法及び下請法上

の考え方」 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

○ 消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法，独占禁止法及び下請法

上の考え方（平成２５年９月１０日公正取引委員会） 

改 正 後 現   行 

はじめに 

１ 本考え方の趣旨 

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保

のための消費税の転嫁を阻害する行為の

是正等に関する特別措置法」（平成２５年

法律第４１号。以下「消費税転嫁対策特別

措置法」という。）は，平成２６年４月１

日及び平成２９年４月１日に予定されて

いる消費税率（地方消費税率を含む。以下

同じ。）の引上げ（以下「消費税率引上げ」

という。）に際し，以下の特別措置を講ず

ることにより，消費税の円滑かつ適正な転

嫁を確保することを目的として制定され

たものである（平成２５年１０月１日施

行）。 

（略） 

 

２ （略） 

 

第１部 消費税の転嫁拒否等の行為関係 

第１ 消費税の転嫁拒否等の行為に係る消費

税転嫁対策特別措置法上の考え方 

１～６ （略） 

 

７ 違反行為に対する措置 

(1)～(3) （略） 

(4) 消費税転嫁対策特別措置法は平成３０

年９月３０日に失効することとされてい

るが，失効後であっても失効前に行われ

た違反行為については，附則第２条が定

はじめに 

１ 本考え方の趣旨 

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保

のための消費税の転嫁を阻害する行為の

是正等に関する特別措置法」（平成２５年

法律第４１号。以下「消費税転嫁対策特別

措置法」という。）は，平成２６年４月１

日及び平成２７年１０月１日に予定され

ている消費税率（地方消費税率を含む。以

下同じ。）の引上げ（以下「消費税率引上

げ」という。）に際し，以下の特別措置を

講ずることにより，消費税の円滑かつ適正

な転嫁を確保することを目的として制定

されたものである（平成２５年１０月１日

施行）。 

（略） 

 

２ （略） 

 

第１部 消費税の転嫁拒否等の行為関係 

第１ 消費税の転嫁拒否等の行為に係る消費

税転嫁対策特別措置法上の考え方 

１～６ （略） 

 

７ 違反行為に対する措置 

(1)～(3) （略） 

(4) 消費税転嫁対策特別措置法は平成２９

年３月３１日に失効することとされてい

るが，失効後であっても失効前に行われ

た違反行為については，附則第２条が定
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改 正 後 現   行 

める経過措置により指導等の措置の対象

となる。 

 

第２・第３ （略） 

 

第２部 消費税の転嫁及び表示の方法の決定

に係る共同行為関係 

第１ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に

係る共同行為についての消費税転嫁対策

特別措置法上の考え方 

１ 概要 

(1)・(2) （略） 

(3) 共同行為が認められる期間について

は，平成２６年４月１日から平成３０年

９月３０日までの間における商品又は役

務の供給を対象とするものであって，平

成２５年１０月１日から平成３０年９月

３０日までの間に行う共同行為に限られ

る。このため，前記の条件のいずれかを

満たさない取引に係る共同行為の届出は

認められない。 

(4) （略）  

 

２・３ （略） 

 

第２ （略） 

める経過措置により指導等の措置の対象

となる。 

 

第２・第３ （略） 

 

第２部 消費税の転嫁及び表示の方法の決定

に係る共同行為関係 

第１ 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に

係る共同行為についての消費税転嫁対策

特別措置法上の考え方 

１ 概要 

(1)・(2) （略） 

(3) 共同行為が認められる期間について

は，平成２６年４月１日から平成２９年

３月３１日までの間における商品又は役

務の供給を対象とするものであって，平

成２５年１０月１日から平成２９年３月

３１日までの間に行う共同行為に限られ

る。このため，前記の条件のいずれかを

満たさない取引に係る共同行為の届出は

認められない。 

(4) （略）  

 

２・３ （略） 

 

第２ （略） 
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消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同 

行為の届出に関する規則の一部改正（案）に対する意見募集について 

 

平成２７年４月２日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

所得税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。同年３月３１日公布。同

年４月１日施行）による改正前の消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の

転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成２５年法律第４１号。以下「消

費税転嫁対策特別措置法」といいます。）第１２条は，事業者が消費税を取引の相手方

に円滑かつ適正に転嫁するため，平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの

間における商品又は役務の供給に関する消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共

同行為（以下「転嫁・表示カルテル」といいます。）について，公正取引委員会規則で

定めるところにより当委員会に事前に届け出ることで，独占禁止法に違反することなく

行うことができるものとしています。 

 公正取引委員会は，転嫁・表示カルテルの届出の手続及び届出書の様式を規定するも

のとして，消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為

の届出に関する規則（平成２５年公正取引委員会規則第４号。以下「届出規則」といい

ます。）を制定しています。 

 公正取引委員会は，今般，前記の所得税法等の一部を改正する法律の施行により，消

費税転嫁対策特別措置法の失効期限が平成２９年３月３１日から平成３０年９月３０

日に延長されたことを踏まえ，転嫁・表示カルテルの届出者（以下「届出者」といいま

す。）の事務負担の軽減を図るため，届出規則を改正することとし，別紙のとおり，改

正案を公表して，関係各方面から広く意見を募集することとしました。 

  

記 

 

１ 改正案の概要 

  届出者の事務負担の軽減を図るため，転嫁・表示カルテルの実施期間の終了日を平

成２９年３月３１日とする転嫁・表示カルテルの届出書を平成２７年４月１日より前

に公正取引委員会に提出している場合，当該届出書に記載された転嫁・表示カルテル

の実施期間の終了日を平成３０年９月３０日とみなすこととします。    

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 

電話 ０３－３５８１－３３７１（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 
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２ 意見募集 

(1) 資料入手方法 

ア 電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載 

イ 公正取引委員会のホームページに掲載 

ウ 公正取引委員会事務総局の本局経済取引局取引部取引企画課（東京都），各地

方事務所（札幌市，仙台市，名古屋市，大阪市及び福岡市）及び支所（広島市及

び高松市）並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室（那覇市）において供

覧 

 

(2) 意見提出方法 

住所，氏名（ふりがな），所属団体名又は会社名及び連絡先（電子メールアドレ

ス，ＦＡＸ番号又は電話番号）を明記の上，次のいずれかの方法により日本語にて

提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので，その旨御了承願い

ます。 

 

＜電子メールの場合＞ 

電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。 

添付ファイルやＵＲＬへのリンクによる意見は受理いたしかねますので，その旨

御了承願います。 

電子メールアドレス：tenkataisaku_kisoku―○―jftc.go.jp 

（迷惑メール等防止のため，アドレス中の「@」を「―○―」としております。

電子メールを送信される際は，「@」に置き換えて利用してください。） 

（注）電子メールの件名を「届出規則改正案に対する意見」と明記してください。 

 

＜ＦＡＸの場合＞ 

宛先を「取引企画課 届出規則改正担当」と明記してください。 

宛先のない意見は受理いたしかねますので，その旨御了承願います。 

ＦＡＸ番号：０３－３５８１－１９４８ 

（注）送信票の件名に「届出規則改正案に対する意見」と明記してください。 

 

＜郵送の場合＞ 

〒100-8987 東京都千代田区霞が関１－１－１ 中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部取引企画課  

届出規則改正担当 宛て 

 

 



3 
 

(3) 意見提出期限 

平成２７年５月１日（金）１８：００必着 

 

(4) 意見提出上の注意 

寄せられた意見につきましては，氏名，住所，電話番号，ＦＡＸ番号及び電子メ

ールアドレスを除き，公表することがあります。また，意見に対して個別に回答は

いたしかねますので，その旨御了承願います。 

なお，御記入いただいた氏名，住所，電話番号，ＦＡＸ番号及び電子メールアド

レスは，御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために

利用するものであり，この連絡以外の目的では利用しません。 



別 紙

○
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第

号

消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
費
税
の
転
嫁
の
方
法
及
び
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の

方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長

杉
本

和
行

消
費
税
の
転
嫁
の
方
法
及
び
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

消
費
税
の
転
嫁
の
方
法
及
び
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二

十
五
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
共
同
行
為
の
実
施
期
間
の
終
了
日
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
。
以

一
頁



下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
し
た
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
（
施
行
日
前
に
第
三

条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
届
出
書
に
お
け
る
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
を
共
同
行
為
の
実
施
期
間
の
終
了
日
と
す
る
記
載
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
を
共
同
行
為
の
実
施
期
間
の
終
了
日
と

す
る
記
載
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
施
行
日
以
後
消
費
税
の
転
嫁
の
方
法
及
び
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係

る
共
同
行
為
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第

号
）
の

施
行
の
日
（
平
成

年

月

日
）
前
に
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
（
共
同
行
為
の
実
施
期
間
の
終
了

日
を
変
更
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
頁



 消
費
税
の
転
嫁
の
方
法
及
び
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
消
費
税
の
転
嫁
の
方
法
及
び
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
の
届
出
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
公
正
取
引
委
員
会
規

則
第
四
号
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

行 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。 

 

（
共
同
行
為
の
実
施
期
間
の
終
了
日
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
し
た
第
一
条
及
び
第
二
条
の

規
定
に
基
づ
く
届
出
（
施
行
日
前
に
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
係
る
届
出
書
に
お
け
る

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
を
共
同
行
為
の
実
施
期
間
の
終
了

日
と
す
る
記
載
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
を
共
同
行
為
の
実
施

期
間
の
終
了
日
と
す
る
記
載
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
施
行
日
以
後
消

費
税
の
転
嫁
の
方
法
及
び
消
費
税
に
つ
い
て
の
表
示
の
方
法
の
決
定

に
係
る
共
同
行
為
の
届
出
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
公
正
取
引
委
員
会
規
則
第 

 
 

号
）
の
施
行
の

日
（
平
成 
 

 

年 
 

 

月 
 

 

日
）
前
に
第
三
条
の
規
定
に

基
づ
く
届
出
（
共
同
行
為
の
実
施
期
間
の
終
了
日
を
変
更
す
る
も
の

に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 
 
 

 

 
 
 

附 

則 

  

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。 

 

（
新
設
） 
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